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評価専門調査会における意見及び調査した関連取組み事例 

平成１６年５月２５日 
 

関連する取組みの事例  大綱的指針での記載（抄） 評価専門調査会での意見 
国内 海外 

評
価
の
意
義 

第１章１．評価の意義（p.3） 
①評価を適切かつ公正に行う
ことにより、研究者の創造
性が十分に発揮されるよう
な、柔軟かつ競争的で開か
れた研究開発環境の創出を
実現することができる。 
②評価結果を積極的に公表
し、優れた研究開発を社会
に周知することにより、研
究開発に国費を投入してい
くことに関し、国民に対す
る説明責任を果たし、広く
国民の理解と支持が得られ
る。 
③評価を厳正に行うことによ
り、重点的・効率的な予算、
人材等の資源配分に反映で
きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 大綱的指針の中にも見直しには多少触れているが、最初、１章の１のとこ
ろに評価の意義として、施策や政策の見直しというのを追加すべきだろう
と思う。 
・ 評価の結果が施策とか政策の見直しまでつながり得るということをきちっ
とうたっておいた方がいいのではないか。 
・ 評価というものの大きな目的の１つとして、国民への説明というところが
非常に大きいということをぜひ強調したい。 
・ 評価の意義・目的は、評価の結果をきちんとフィードバックして、改善に
生かすことであって、評価を行うこと自体が目的ではない。現在の大綱的
指針でも、それぞれの項目の中で具体的に書かれており、更に、評価の活
用の項でも認識されてはいるが、これ（フィードバック）が評価を行う最
も重要な意義・目的であることからも、これを最初（一番前）に打ち出す
（書く）べきである。 
・ かなり性格の違った研究カテゴリーがあるため、それに対しては少し違っ
たスタンスで評価しようということを、２章以降ではなく、１章の辺りに
はっきり書かれていた方がいいのではないか。 
・ 若い研究者がディスターブされている。実績のある人にお金が行き、これ
から育つ人には行かない状況にある。意義①をもっときちんと考える必要
がある。 
・ 「国民のためになる」という意味が、物質的利益に偏りがちだが、必ずし
もそうではなく、一見目には見えないものがあり、それをつくり上げてい
く基盤を失っては、我が国の科学技術全体が発展するということはないと
いう視点を忘れないで欲しい。 
 

・ 大綱的指針の 3点以外に次の
①、②を挙げている。（文科） 
①研究者を励まし、優れた研究
開発を積極的に見出し、伸ばし、
育てる。 
②研究開発施策等について、幅
広い視点から実施の適否を適切
に判断するとともに、見直し、
より優れたものにする。 
・ 企画立案、実施、計画、評価、
反映といった研究開発における
循環過程（いわゆる「マネジメ
ント・サイクル」）の確立を目
指している。（文科、JAXA） 

・ 考え方の変化（欧） 
①過去の施策の正当化や説明責
任から、より良い理解や政策形
成への情報提供へ 
②経済性や効率性の追求のみな
らず、政策ツールの適切性や有
効性の改善等、より広い関心 
・ 基本的考え方として、①「行動
様式における追加性」
(Behavioral additionality)を
もたらすもの、②政策･戦略形成
を知的に支えるもの(Strategic 
intelligence)、としての評価が
重視されつつある。（欧） 
・ 資源配分に直接反映する国(英
等)と、しない国(仏等)あり。 

資料１－３ 
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第１章２．評価対象の範囲
（p.3） 
 本指針が対象とする研究開
発評価とは、①研究開発施策、
②研究開発課題、③研究開発
機関等及び④研究者等の業績
の評価を指す。研究開発の範
囲は、国費を用いて実施され
る研究開発全般とする。具体
的には、各府省等の研究開発
実施・推進主体が行う研究開
発並びに大学（国公私立を含
む。)及び大学共同利用機関、
独立行政法人研究機関、国立
試験研究機関、特殊法人研究
機関等の研究開発機関が自ら
実施する研究開発が対象とな
る。また、民間機関や公設試
験研究機関等で国費の支出を
受けて実施される研究開発、
国費により海外で実施される
研究開発等も対象とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 米国と英国は国の科学技術政策というものの評価を思い切ってやった。そ
の経験を学んで、日本の科学技術政策それ自体も評価の対象とするという
ようにすればよいのではないか。 
・ 一番の問題は、行政が決める研究の方向についての評価が一切行われてい
ないこと。 
・ 科学技術基本法ができてから計１０年間、将来やるときの反省点として全
体をレビューする必要があるかと思う。そうしないと新しいことをやる事
に対しなかなか国民の理解が得られないと思う。 
・ 上位の政策に関しての評価のあり方について大綱的指針に記載すべきでは
ないか。 
・ 施策の目的を明確にして定めたプログラムをこれからは評価の中心に据え
ていくべき。 
・ 事前評価の政策、施策レベルのところが非常に大きな課題として残ってい
るが、効果の予測のほかに他のオプションとの比較というのが必要になっ
て、予測的比較という難しい問題がある。 
・ 日本独特の特徴を出すようなことを議論するのも評価の一つに入るとした
ら長期計画になるわけですが、それをきちんとやっているかどうか。 
・ 我が国としての科学技術政策の評価、それもストラテジック、あるいはタ
クティカルな評価というのがこれからは大事なのではないか。オペレーシ
ョナルなものというのは、極端なことを言えば研究所が勝手におやりにな
ればいい。 
・ 予算にふさわしい成果が得られているかの追跡評価や自らの事業制度を厳
正に評価する制度評価を導入予定。（NEDO） 
・ アメリカの研究開発の場合には、最初に基本戦略というのがぼんと大きな
ものが出ている。日本の場合は初めに府省庁ありきというようなところが
あるが、そこの前に、不十分であっても、やはり１つの総合戦略という立
場で評価をして物申すというようなステージがあってもいいのではない
か。 
・ この際評価対象というものを階層的にきちっと位置づけたら如何か。総合
科学技術会議が考えるのは、国としての戦略、各省レベル、各機関レベル
までで、その下は研究機関に任せるべき。 
・ 基盤的基礎的研究については、個々の研究評価よりも、推進に関する政策
をトータルに評価することが求められるのではないか。 
・ 各研究機関が行うべき評価（少なくとも評価専門調査会ヒアリングで述べ
るべき評価）として、タクティカルな評価（その研究機関のあり方、方針、
それに基づくプロジェクトの設定等）について、行うべきであることを明
記する必要があるのではないか。 
・ 第Ⅱ期科学技術基本計画そのもの、総合科学技術会議運営そのものを外部
評価することが望ましい。 
 

・ 競争的研究資金に係る課題及び
研究領域の評価、研究開発プロ
ジェクトの評価、本省事業の政
策評価、独立行政法人及び国立
大学法人の評価を実施。（文科） 
・ 課題レベルの評価（プロジェク
ト、提案公募制度）、施策（課
題の集合体）の評価、機関の評
価及び分野別の評価を実施。（経
産） 
・ 評価制度として内部評価を階層
的に構成。（JAXA、農生機構も
同様） 
①JAXA 全事業の内部評価（理事
長による評価） 
②各本部及び一般管理部門・事
業共通部門単位の内部評価（本
部長、担当理事による評価） 
③個別の研究開発、各種事業の
内部評価 
・ 独立行政法人評価と研究評価の
整合性（考え方等）の問題が生
じている。（JST） 
・ 全ての研究ユニットを対象に、
外部委員と内部委員による評価
を毎年度実施している。（産総
研） 

・ 評価の対象は全般的に拡大中
（課題・研究者→施策→機関→
政策・戦略）。(欧) 
・ GPRA（政府業績成果法）制度及
び OMB（行政管理予算局）によ
る評価(PART 手法)によりプログ
ラムレベルの評価が強化されて
いる。(米) 
・ 技術政策に係る国の政策全般に
関する評価を昨年１２月にとり
まとめ。(英) 
・ FP6 (The 6th Framework 
Programme)に関する５年評価を
実施し、次期プログラムに反映
予定。(EU) 
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第１章３．評価実施主体、評
価者等の責務（p.3） 
(１)評価実施主体、評価者の
責務 
 評価実施主体は、本指針を
踏まえ、評価のための具体的
な仕組み（評価指針等の策定、
評価委員会の設置等）を整備
し、研究者の能力が十分に発
揮されるよう、厳正な評価を
実施するとともに、その評価
結果を適切に活用し、また、
国民に対して評価結果とその
反映状況について積極的な情
報の提供を図る。その際、各
府省においては、評価の実施
及び評価結果の活用が適正に
行われるよう、所管官庁とし
ての責務の重要性も十分に認
識しなければならない。 
 評価者は、厳正な評価を行
うべきことを常に認識すると
ともに、優れた研究開発をさ
らに伸ばし、より良いものと
なるように、適切な助言を行
う。また、自らの評価結果が、
後の評価者によって評価され
ることになるとともに、最終
的には国民によって評価され
るものであることを十分に認
識しなければならない。 
(２)研究者の責務 
 研究者は、研究開発活動の
一環としての評価の重要性を
十分に認識し、自発的かつ積
極的に評価に協力する。また、
研究者は、専門的見地からの
評価が重要な役割を果たすも
のであることを十分に認識
し、評価に積極的に参加する。 
 
 
 
 

・ 申請者あるいは申請の省庁は、こういう評価軸にしたがって、これこれの
研究よりはこちらが重要であるということを言うべき。すべての研究につ
いて同じ尺度ですることはまずできないが、工夫をして似たような研究計
画の中で何故これが重要なのかということの証明責任のようなものを負わ
す必要がある。 
・ 誰にでもわかる説明をする責任が税金を使った側にあると思う。 
・ その分野のリーダーがきちんとしないようなプロジェクトというのは、や
はり成功しないと思う。行政でやってもなかなか成功しない。 
・ 如何に研究者を萎縮させることなく、難題に挑む姿勢を励まし効果的な研
究を促進させるような評価を今後も充実させていくのが重要と考えてい
る。（文科） 
・ 前向きの方向で評価をするというのが非常に大事。（理研） 
・ 評価方法というのは、こういうものがあるというのを固定しない方がいい。
同時に、責任者の責任をきちっと明確にさせるということで、ほとんど尽
きるのではないか。マニュアル化すると形骸化してしまい、何のために評
価するのかわからず事務量が莫大になり、肝心の成果が出ないという本末
転倒も起こり得る。 
・ 創造性や挑戦を励ますことは，研究組織の長あるいは研究資源の配分組織
が管理運営上の当然の責任として行うべきことである。 
・ 重要なことは評価の階層における上位からの評価である。研究組織が最善
の成果を生み出さなければ生き残れないように研究組織を上位から評価す
れば済む。 
・ 基盤的基礎的研究の政策担当者には、研究の推進と同時に国民の理解をう
る努力が求められ、その点も評価の目的、評価の視点にすべきである。そ
のような政策担当部署には、政策や成果について（特に基礎研究について）、
一般の市民に良くわかることばで説明できる専門職をおくのが望ましいと
おもう。 
・ 国民の税金を使っていることへの義務感・緊迫感が必要。 
・ 基本的な考え方として、プロセスを一々細かく管理するのではなく、責任
を厳しく問うという路線で一本筋を通すべきである。 
 

・ 評価に当たっては、優れた研究
開発を進める原動力たる研究者
の意欲に配慮するとともに、そ
の自律性、自己責任を重視。（文
科） 
・ 研究者を萎縮させることなく、
難題に挑む姿勢を励ます評価や
萌芽的な研究を促進する評価の
実施が課題。（文科） 

・ 最近のトレンドとして、評価者
は学習過程におけるコンサルタ
ントあるいは調整者、意思決定
支援者としての意味合いへ変
化。（欧） 
・ 例えば研究グループを対象とし
た評価では、評価者の意見を管
理運営者に提示し、管理運営者
がそれをどう意思決定につなげ
るかという問題になる。（仏） 
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第２章２．評価の目的（p.7） 
 評価結果をどのように活用
するかを十分念頭に置いて、
評価目的を明確かつ具体的に
設定し、その内容を被評価者
に事前に周知する。 

・ 途上、中間、あるいは直後の場合と異なり、目的自身を問おうというのが
追跡評価の役割である。 
・ 追跡評価として、実績の最終確認と設定された当初目標の妥当性を考えよ
うということになると、いわゆる見直しにかかわる話になり、比較の視点
をいろいろ入れてこないと議論できない。 
・ 「ベストプロジェクトの選定と強化」という意見が民間企業を対象とする
場合にはより多く出てくる。よいプロジェクトをより伸ばしていく。捨て
るのは当たり前ということ。 
・ 評価目的は，評価の階層のレベルにおける評価主体のレベルに応じて，評
価主体が評価主体の責任において，定めるべきことである。 
・ 現行のようなすべてのレベルに亘る規制的な大綱的指針を作ることは，評
価のコストを膨大にするだけでなく，これに従う評価をしておけばよい，
という免罪符の効果をもっている。 
・ 目標を達成するために、達成したか、しないかのチェック、また達成しな
かった場合のいかに是正するための新たな方向性を持たせるかというため
のツールであるということをどこかに書き込んでもらわないと、評価のた
めの評価という考え方に陥るリスクが高いような気がする。 
 

・ 「経済産業省技術評価指針」に
おける評価目的は以下を列挙。
①研究開発に対する経済的・社
会的ニーズの反映、②より効率
的・効果的な研究開発の実施、
③国民への施策・事業等の開示、
④資源の重点的・効率的配分へ
の反映、⑤研究開発運営管理機
関、研究開発実施機関の自己改
革の促進。 
・ 「文部科学省における研究及び
開発に関する評価指針」の評価
目的は、大綱的指針と同等の内
容。 

・ 評価の実施が制度的に決まって
おり、その目的も制度的に決ま
っている場合。(米 GPRA、EU(FP)) 
・ 必要に応じて評価の実施を決
め、それに沿って目的も決まる
場合。(フィンランド、仏) 

評
価
者 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章３．評価者の選任
（p.7-8） 
 評価の公正さを高めるため
に、評価実施主体にも被評価
主体にも属さない者を評価者
とする外部評価を積極的に活
用する。また、必要に応じて
第三者評価を活用し、さらに、
民間等への委託による評価の
活用も考慮する。その際、利
害関係の範囲を明確に定める
等により、原則として利害関
係者が評価者に加わらないよ
うにする。なお、利害関係者
が加わる場合についてはその
理由を示す。評価の客観性を
十分に保つため、例えば年齢、
所属機関、性別等について配
慮して、評価者を選任するよ
う努める。評価者には、一定
の明確な在任期間を設ける。 
 
 
 
 
 

・ ピアレビューについては、利害関係者でない場合でも何らかの競争相手と
いうこともあるのではないか。（文科） 
・ 中間・事後評価が少し甘くなるのではないかとの指摘により、選んだ方と、
その後に中間・事後評価をする方は別にしているが、このシステムをその
まま今後統一すべきかどうか議論が必要。 
・ 宇宙コミュニティーのようにみんなお互い顔見知りであるという場合、専
門家という立場で第三者的な評価ができる方がいるか。 
・ 評価の評価を誰がやるかというのは常に議論になる点だが、国民だという
ように思っている。すべてオープンにして、どういうご発言をなさったか
も含めてホームページに載せている。（NEDO） 
・ 評価者を評価するのは大変難しい。事前評価の評価者と中間評価、あるい
はその後の評価の方とは別の評価委員のメンバーになっているのか、お互
いの間の評価のしあい方ということがあるのか。 
 

・ 「中立性の確保」として、評価
指針に、「評価を行う場合には、
被評価者に直接利害を有しない
中立的な者である外部評価の導
入等により、中立性の確保に努
めること」を明記。（経産） 
・ 中間評価の場合、評価者の半分
弱は事前評価の際の評価者に来
てもらい、その人たちが大勢を
占めるようにはならないように
している。（NEDO) 
・ 例えば、科研費の審査では、研
究代表者又は分担者、関係者（同
一研究室・親類）を排除すると
ともに、自ら利害関係者と判断
する場合は辞退することとされ
ている。 

・ 外部専門家を評価者として使う
ことは一般的。 
・ 利害関係者の範囲を決めようと
試みたが、結局決め切れず。契
約時の宣誓方式で機能してい
る。(EU) 
・ 利害関係者の範囲を決めている
例あり。例えばNSF では近親者、
所属機関、共同研究者等は審査
から除外される。(米 NSF、NIH、
連邦規則等) 
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第２章３．評価者の選任（p.8） 
 外部評価又は第三者評価を
行う場合には、評価者は、原
則として当該研究開発分野に
精通している等、十分な評価
能力を有する外部専門家とす
る。また、大規模なプロジェ
クト及び社会的関心の高い研
究開発課題、研究開発施策並
びに研究開発機関等の評価に
おいては、研究開発を取り巻
く諸情勢に関する幅広い視野
を評価に取り入れるために、
外部有識者を加えることが適
当である。･･･ 
 また、研究開発の性格や目
的に応じて社会・経済のニー
ズを適切に評価に反映させる
ため、産業界や人文・社会科
学の人材等を積極的に評価者
に加えることが必要である。
さらに、国際的な観点からの
評価を行うために、必要に応
じて、海外の研究者に評価へ
の参画を求める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 専門家だけで決めたことが如何に弊害があるかということをむしろ考える
べき。科学ジャーナリストの方や評論家の方とかに入っていただかないの
はおかしい。むしろ専門家だけでピアレビューのような形でやるのは非常
に問題がある。 
・ 行政の論理ではなく科学者の意見を聞いて、それを反映させてもらいたい。 
・ ジャーナリストや、社会科学の人の意見とか、タックスペイヤーの金を使
うのであれば、そういうところの意見が入ってくる必要がある。 
・ 日本学術会議や日本学士院など中のスペシャルタスクフォースと連携して
やるのも一つの形ではないか。 
・ やはり時と場所を考えて意見を聞くことが必要。紛糾や低いレベルの議論
をせざるを得ない状況が生じる。 
・ 一般の社会の方に入ってもらわなければならないだろうが、議論すべき対
象ごとに丁寧に考えていくということが大事。 
・ 素人目で評価の定量化が難しいようなものでも、少なくとも第一次近似の
ようなものが出せる手法もあり、評価の専門家は入れた方がいい。 
・ 誰にでもわかる説明をする責任が金を使った側にあると思う。非専門家に
絶対に入っていただくべきだと思う。 
・ 非専門家を加えることによって、その研究の成果が持っている社会的意義
とか、非専門家が理解できる説明の仕方というのが開拓されていくため、
可能な範囲で望ましいのではないか。資料をつくる方が大変面倒だが、そ
れが結果的には世の中に知っていただくことに大変プラスになるのではな
いか。 
・ 中・長期的な政策決定を省庁がやっているのはおかしい状況である。評価
は最終的にはタックスペイヤーがやらなくてはいけないが、そこまではい
っていず、形だけを入れているというところに無理がある。 
・ 人材養成で、研究者を若い段階で組み込むのがいいかはかなり難しい議論
がある。むしろ若いときには専門の方に注力するのがいいのではないか。
本格的に第２の専門分野にフェーズシフトするのであれば、早くてもいい
のではないか。 
・ 評価者の負担がある程度大きいというのはやむを得ないとしても、それが
報われるだけのインセンティブの付与というものを社会全体として考えて
いってほしい。（大学評価・学位授与機構） 
・ 総合科学技術会議の中に産業人をより多く登用すべきである。ベンチャー
経営者、キャピタル、コンサルティング等々の活用が重要なのではないか。 
・ 評価者の選定こそが最大の問題なんだということをぜひ明確に書いていた
だきたい。 
・ 新しい芽をピックアップしていけるかは、評価者によるところが大きく、
その選任をどうすべきかが課題である。 
・ 日本では目利きがいるのが一番良いが、実際は目利きでない人に使われる
のがほとんど。よって、目利きがいなくても良いようなシンプルなものに
しておくことが必要。 
 

・ 今まで参加した約 700 人の分科
会評価委員のうち、約 3割が大
学、公的機関の研究者以外で、
経済、社会のニーズをきちんと
言ってくれる方（産業界、ジャ
ーナリスト、NPO 等）である。
（NEDO） 
・ 科学技術・学術審議会等に産業
界も含めた外部者による評価体
制を整備し、外部評価を実施。
（文科） 
・ 外部委員は３分の２弱が大学の
関係者、３分の１弱が産業界、
残りが独法、あるいはマスコミ
の関係者。（産総研） 
・ 海外専門家の評価への参画を奨
励。（JST） 
・ アドバイザリー・カウンシルの
半数以上が外国人。（理研） 
・ 評価項目の置き方や採点基準等
について委員間の認識が一致し
ない例が多く見受けられる。（文
科） 
・ 約 300 の組織から延べ 700 人の
評価者を選定するなど、幅広い
機関から選任。（研究者のほか、
有識者が 3割程度）（NEDO） 

・ 評価の対象やケースに応じて、
まず検討する内容を整理し、そ
の上で検討に必要な人(評価者)
を選ぶ。(仏) 
・ 外部専門家を使う場合、単に科
学の分野の専門家だけでなく、
産業界や経営管理分野なども入
っており、科学技術面以外も対
応可能。(EU) 
・ ①個人への公募、②機関への推
薦依頼、③EU 自身による選択、
の３ルートで評価者を集める。
６万人の評価者のデータベース
あり。(EU) 
・ 一部大学に評価者の研修コース
があり、実績を上げている。(英、
オランダ) 
・ 外国の評価者の参加は一般的
(欧、米) 
・ 評価者を集めてのブリーフィン
グの手法は、審査基準の平準化
のため重要だが、コストがかか
る問題あり。(EU) 
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第２章４．評価時期（p.8-9） 
 研究開発施策及び研究開発
課題については、原則として
事前評価及び事後評価を行
う。５年以上の期間を有した
り、研究開発期間の定めがな
い場合は、評価実施主体が、
当該研究開発の目的、内容、
性格、規模等を考慮し、例え
ば３年程度を一つの目安とし
て定期的に中間評価を実施す
る。･･･ 
 さらに、研究開発施策及び
研究開発機関等については、
研究開発をめぐる諸情勢の変
化に柔軟に対応しつつ、常に
活発な研究開発が実施される
よう、評価実施主体は、３年
から５年程度の期間を一つの
目安として、定期的に評価を
実施する。･･･ 
 研究開発においては、終了
後、一定の時間を経過してか
ら、副次的効果を含め顕著な
成果が確認されることもまれ
ではない。こうした点を踏ま
え、学会等における評価や実
用化の状況を適時に把握し、
必要に応じて、研究開発施策、
研究開発課題等について追跡
評価を行い、成果の波及効果
や活用状況等を把握するとと
もに、過去の評価の妥当性を
検証し、関連する研究開発制
度等の見直し等に反映する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 概算要求時の予算案も秋の政府予算案策定作業の中で大きく変わってくる
が、予算の形が変わってしまった場合に、４月から、新年度から開始する
前に、きちんとそこの評価を見直す必要があるのではないか。（文科） 
・ 単年度毎の成果を重視する姿勢があるが、当方の独法評価委員会では、研
究というものは５年間の成果にたどり着くまでの経緯は一律のものではな
いと、猛烈に反対している。（文科） 
・ 競争的資金の場合には相当長期にわたって評価する必要があるが、追跡調
査は非常に難しいのではないかという気がする。 
・ 大きな研究の場合に、スタートしてしまって大きな金をつぎ込む１年前に、
フィージビリティーテストでそれを評価するというような考え方、予算の
仕組みができないか。 
・ 成果を産業化とか事業化という課題でとらえると、５年から１０年のタイ
ムラグが生ずる。そういった時間軸をどうやって克服するか。 
・ 事前評価の部分というのが各機関、まだ深まっていないというように共通
して言えるのではないかと思う。 
・ 計画の政策の立案のところで官の力が強いが、この辺をきちんと議論をし
て提言していくことが最も大きなポイントではないか。 
 

・ 全ての施策、プロジェクト等に
ついて、事前・中間・事後評価
を実施しているほか、継続して
いるものについては毎年度モニ
タリング評価を実施。また、一
部事業については終了後数年で
追跡評価を実施。（経産） 
・ 競争的資金・研究開発プロジェ
クト、政策（本省事業）、機関
（独法、大学）にわたり、事前・
中間・事後評価のサイクルの確
立を図っている。（文科） 
・ 原則、終了して５年後を目処に
追跡調査を実施し、今後の政
策・戦略に反映することとして
いる。（JST） 
・ 優れた課題の延長のための評価
を課題終了前に行っている。事
後評価との重複の問題がある。
（JST） 
・ 事前評価は、概算要求前に行う
が、予算確定後に改めて行うこ
とが必要な場合がある。（文科） 

・ 毎年のモニタリングは、研究開
発開始後の環境の変化に応じた
機動的対応のために有効であ
り、より頻繁に使われるように
なっている。(オランダ) 
・ 社会経済効果などインパクトを
見る場合には、評価時期の選定
如何で結果が大きく異なる。
(欧) 
・ FP6：５年毎の評価と毎年のモニ
タリングを実施している。(欧) 
・ GPRA：機関自ら５年の戦略計画
を策定し、その進捗について毎
年報告書を提出。 
OMB/PART：毎年度、全体の２０％
の施策について、順次PART 手法
による評価を実施。(米) 
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第２章５．（３）評価の観点
（p.10） 
 評価は、「行政機関が行う
政策の評価に関する法律」に
示されている政策評価の観点
も踏まえ、必要性、効率性、
有効性の観点から行う。研究
開発の特性に応じて、「必要
性」については、科学的・技
術的意義(独創性、革新性、先
導性等)、社会的・経済的意義
(実用性等)、目的の妥当性等
の観点から、「効率性」につ
いては、計画・実施体制の妥
当性等の観点から、また「有
効性」については、目標の達
成度、新しい知の創出への貢
献、社会・経済への貢献、人
材の養成等の観点から評価を
行うことが重要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ シーズ側の目的をシーズ側からアプローチする、基礎科学の研究とか学術
研究という科学技術の枠内に目的を設定したものは、ＮＳＦでは基本的に
知的フロンティアへの挑戦というのが評価のクライテリアになっている
が、大綱的指針では国際的水準というような相対的な書き方になっている。
もう少し本来学術あるいは基礎科学の研究のあり方を踏まえたクライテリ
アにすべきではないか。 
・ 日本の場合、市場内部性と外部性の区別は余りつけないで展開している嫌
いがあり、実用化の部分は民間に任せるというような議論は市場内部性の
課題については妥当であるが、そもそも民間が取り組まない課題ならば、
最後まで国が面倒を見なくてはいけないということになる。 
・ 政策として重視すべき点の拡充に合わせ、順次評価の視点も付与すべきで
はないか。(安全・安心な社会、世の中の文化的な価値の増進など）（文科） 
・ 中間評価のところで、世の中の変化に対してどうとか、他の機関は同じよ
うな内容でそれ以上のことをやっているかとか、そういうチェック項目を
必ず入れるべき。（文科） 
・ プログラム相互の間の関係とか、妥当性とか、重みとか、ランキングとか、
そういうものについての具体的な評価はどうなっているのか。 
・ 研究開発の一番の根本は、知識をどう生み出すかということが大事で、こ
の場合、知識というものをもう少し整理し、どういう知識が我が国のため
に重要なのか、それぞれの分類でどういう評価をするのかということを考
えていく必要があるのではないかと思う。今までは文科とか理科とか、表
面的な分類だったが、以下の４つぐらいに分けて考えた方がいいと思って
いる。①基礎研究によって生み出される非常に基礎的・先駆的な知識、②
工学、社会科学など社会基盤になる知識、③生命科学、人文科学など人間
活動のための知識、④環境、資源等に係る人類生存のための知識。 
・ 我が国の現状から考えると、まずこの借金体質を克服する産業競争力強化
に、短、中期的には重点をおくべきではないか。 
・ 状況が変化したかどうか、そして、変化があればどうそれに対応したかも
評価項目に入れるべきだろう。 

・ 評価の視点の拡充（安全・安心
な社会、世の中の文化的な価値
の増進など）が課題。（文科） 
・ アウトカムの視点からの評価を
組み入れるべく検討中。（産総
研） 

・ 評価のクライテリアは、事業項
目ごとに決まっている。例えば、
IP(Integrated Project)では、
①目的の妥当性、②潜在的イン
パクト、③科学技術的優越性、
④実施体制の質、⑤管理運営の
質 の５つ。各々に合格水準(５
点中３点以上など)を設定して
いる。(EU) 
・ 政策レベルの評価におけるチェ
ック項目(適切性、経済性、有効
性、効果/投資、効率性、成果の
質、インパクト、追加性、予防
性、改善点、次の戦略)。(独) 
・ 研究開発の性格付けをした上
で、それに適した評価をすべき。
例えば、①新知識の創造、②教
育・訓練、③企業の技術革新、
④公共財づくり、⑤政策形成・
社会的議論。(仏) 
・ 事前評価における観点は、①魅
力、②実現性、③介入の追加性。
(英) 
・ OMB では全ての研究開発に適用
するクライテリアとして、研究
の Relevance (Why)、Quality 
(How)、及び Performance (How 
well)を選択している。また、産
業関連の技術開発では、これに
加えて、社会的利益、連邦によ
る投資の適切性、他の政策と比
べて研究開発の方が優っている
理由等が求められる。（米） 
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第２章５．（２）評価手法
（p.9-10） 
 研究開発には優れた成果を
生み出していくことが求めら
れるため、成果の水準を示す
質を重視した評価を実施す
る。その際、研究分野ごとの
特性等に配慮しつつ、評価の
客観性を確保する観点から、
質を示す定量的な評価手法の
開発を進め、具体的な指標・
数値による評価手法を用いる
よう努める。例えば、あらか
じめ設定した目標の達成度、
また公表された論文の被引用
度や特許等の活用状況等に関
する数量的指標には一定の客
観性があり、評価の参考資料
として活用することができ
る。ただし、研究者の自由な
発想に基づく基礎研究等のよ
うに、定量的な評価手法の適
用が困難である場合があるこ
とに留意する必要がある。そ
の場合であっても、可能な限
り、客観的な情報・データ等
を活用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 分野によって違い、数値化できないような場合が実際にはある。分野によ
ってはこういうものをどんどん取り入れていったらいいと思う。 
・ 基礎研究など難しいのはわかるが、そういうところに逃げ込まないで、間
違っていたら直していけばいい。どんどん定量的に表現するという努力を
し、きちんと国民に説明してゆくべき。 
・ 似たような研究計画の中で何故これが重要かを証明していくというような
評価は、できるかどうか、やるべき分野かどうかということをまず考えて
からやるべき。例えばＩＴの分野では必ずしもいい技術が生き残るとは限
らないところが出てきて非常に不透明。 
・ 横断的に評価するのは賛成だが、何％かの基礎研究のところは定量的な評
価できないところがある。 
・ 定量化というのは、やれる範囲からやっていくのが大変いい。経験では、
まあそうだなというような結果が導き得た。 
・ 長期研究、計画的・戦略的な展開を行う研究の場合には、長期の場合には
シナリオ、中期的にはロードマップ、あるいはアクションプランが明確に
されるということが評価にとっては重要で、政策を形成するときに、こう
いう注文をしっかり出すべき。 
・ ニーズから発想したテーマの場合、コストが最も重要な評価のファクター
で、原価企画の中で、成り行き原価にならないように目標を設定した目標
原価を基準にした評価であるべき。 
・ 非常に厄介となる独立プロジェクトは拠り所を全体でつくり上げないと評
価できないため、事前評価という枠組みを、評価の対象の中に入れるべき
だろう。大綱的指針の中には抜けているわけで、次の課題だと思う。 
・ 実績の把握は、内容的な側面のアウトカム、波及して出てくるインパクト
を把握しなくてはいけないが、副次的な図らずも成果を上げてきたことに
も取り組まなくてはいけない。こういう部分のみというのがまだ十分でな
い。 
・ 成果の把握として、アウトプットはやるが、アウトカムやプロジェクトの
寄与率をはかるということはほとんど行われていない。 
・ 科学・技術的価値と社会・経済的な価値については、各々レビュアーを代
えたり、また評価方法も変えたりという点をより明確にすべきではないか。
（文科） 
・ 評価手法の高度化ということで、評価制度のより一層の向上を目指して、
民間企業や諸外国で採用している評価手法について引き続き研究を進める
ことが課題と考えている。（経産） 
・ 評価に関する国際的なベンチマーキングの重要性がたびたび指摘されてい
る。 
・ 兼務の問題というのは大変シリアスな問題で、重複して成果を大学と理研
で出すというのは一番まずいことだと思っている。（理研） 
・ 民間では、評価手法として、定量的なデータに基づく評価手法を用いてい
る企業は多くない。実際はいろいろな定性的な方法が使われている。 
・ 数値目標に基づいて評価を行って、はい、それをクリアしましたでは研究
機関がよくなるとは思えない。 
・ 評価が応用問題であるとはいえ、多くの事例に共通している、あまり例外

・ プロジェクトの評価に、４つの
評価項目／評価基準と、優、良、
可、不可の４段階による評点法
を採用している。（NEDO） 
・ 外部委員は重点課題を詳しく評
価し、内部委員は体制・運営の
ところを中心に評価するという
分担で行っている。（産総研） 
・ 前回（平成 12 年）RAC による機
関評価は、4つの研究組織と全
体の機関評価を、3日間の通し
で実施した。（理研） 
・ 各大学の目的・目標に即した評
価を、大学の自己評価を踏まえ
て、当該分野の専門家のピアレ
ビューによって行うのが特徴。
（大学評価・学位授与機構） 
・ 最終的な評価結果がまとまる前
に、評価結果に対する意見申し
立ての機会を設定している。（大
学評価・学位授与機構） 
 

・ GPRA の下では、予め５年以上の
戦略計画と年次業績計画を策定
することとなっている。（米） 
・ 評価に使える数値指標を整理し
た。(英) 
・ 数値指標への過度の依存への反
省もあり、定性的要素との併用
が進められている。(英) 
・ 研究開発の社会経済インパクト
を把握するため、評価のための
ツールボックスを 2002 年に作
成・出版した。(EU) 
・ プログラム毎の有効性を政府全
体にわたって評価するための手
法として PART が開発されてい
る。これは、①目的と設計、②
計画、③運営管理、④結果と説
明責任の 4項目にわたってシス
テム的に把握し結果を定量化す
るもの。OMB と評価を受ける当
局の対話によって進めるため実
際上相当の時間（約８か月）が
かかる。（米） 
・ 一般に評価に際し、データ収集、
分析プロセスが充実している。
(欧、米) 
・ 評価者養成システム（研修等）、
評価支援機関・機能（大学、民
間等）が充実している。(欧、米) 
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がないようなことは知識として集約していく必要がある。同時に、例えば
こういう代替案はこういう事例に適用したケースがあるといった種類の知
識をまとめていくことが有効になるのではないか。 
・ 評価される方が、自分たちはこれで評価してほしいと指標を出すべきで、
どんどん持ち寄って練習していき、成長させていくのがいいのではないか。 
・ 良い機関と悪い機関をいっしょにして同じ網にかけてしまうと、良いもの
も無くなる。 
・ 政策評価ということもカバーしなくてはいけないので、それに関する評価
手法とかに言及する必要があるのではないか。 
・ 今まで余り議論してなかったファンディング機関とか、あるいは政策担当
部署における評価のあり方を別の項目を立てて補充しないといけないので
はないかと思う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章５．（４）柔軟な評価
方法の設定（p.10-11） 
 研究開発評価は、その目的、
内容や性格(基礎、応用、開発、
試験調査等)に応じて適切な
評価の観点を設ける等、柔軟
に実施する。 
 特に、新しい知の創出が期
待される基礎研究について
は、主に独創性、革新性、先
導性等を重視する必要がある
一方、その成果は必ずしも短
期間のうちに目に見えるよう
な形で現れてくるとは限ら
ず、長い年月を経て予想外の
発展を導くものも少なからず
ある。このため、画一的・短
期的な観点から性急に成果を
期待するような評価に陥るこ
とのないよう留意する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 基礎的なものと目的的な研究に応じてそれぞれ評価も違い、オーバーラッ
プもある。海外の状況を調査し、日本ではどうあるべきかを議論すべき。 
・ ２０世紀後半の新しい医療とか何かの方法が開発されたのは、基礎的なバ
イオロジーをやっていた人から出てきており、基礎研究のところがなくな
ってしまうと全く先へ進まなくなる。 
・ 新たなバイオや医療の分野では、訳の分からないところがまだ残っており
アトランダムな基礎研究はあり得る。そうでない多くの分野は、大きな意
義のあるターゲットを具現化するために必要な基礎研究に絞るべき。 
・ 全部の中の１０％でも５％でも基礎研究に金が行くというメッセージを出
さないと随分ディスカレッジしてしまい、次の世代が育たないという感じ
がする。 
・ 基礎には全体の中のこれぐらいの割合は充てて、じっくりそこで様々な成
果が出るのを見守った方がいいのではないか。 
・ ５年とか１０年とか、長期的な視点で評価をするというものが絶対必要。
一つ一つに一喜一憂していると、判断を誤ることもある。 
・ 論文などにできない研究成果、例えば健康・安全のための研究や、実際の
企業化で利益を出すかどうかを評価するかも問題。 
・ 国際標準とか標準化という部分はシビアな競争とは馴染まない部分がある
が、かなりロングタームでやって、波及効果はものすごく大きい。 
・ 大学を評価した場合、大学すべての平均値でどうしても評価せざるを得な
い。非常に努力している学科が、幾ら努力してもそれに対するインセンテ
ィブが報われない。これは大きな矛盾だと思う。 
・ どんな状況にも適合するオールマイティで完璧な評価というものはない。
評価のバリエーションをふやし、試行錯誤を通じて評価のためのノウハウ
と人材を関係機関が蓄積するということが重要。 
・ どういうプロジェクトがうまくいくかというと、始まった１年目に掲げた
課題を完全に軌道に乗っけるために、最初に全力を挙げているところ。 
・ 評価というのはすべて応用問題。従来の弊害は、単一に近い方法を一律に
適用するということをマニュアル化したということにあると思う。 

・ 学術研究から大規模プロジェク
トまで広範に渡る研究開発の特
徴を踏まえ、研究開発の性格、
内容、規模等を考慮して評価。
（文科） 
・ 大学等における学術研究につい
ては、研究と教育の有機的関係
等、特に配慮すべき事項を評価
指針に明記。（文科） 
・ 評価の類型（施策評価、研究開
発制度評価、プロジェクト評価、
分野別評価、追跡評価、機関評
価等）及び評価の実施時期の類
型（事前評価、中間・事後評価）
に応じて、標準的な評価項目・
評価基準を策定。（経産） 
・ 課題評価では達成度の数値的な
評価にとどまらず、総合的なコ
メントを重視することによって
困難であるが重要な課題への取
組みに配慮している。（農生機
構） 
・ 旧３機関の実績や多様な事業に
配慮し、それぞれ特性に適した
評価手法を採用。（JAXA） 
・ 個人の評価においては、研究者
と管理者の面談を重視。また、
３つの評価軸を設定し、総合評
価はこのうち最も評価の高い評

・ 新しい FP では、従来のように５
～６の評価のクライテリアを用
いるもの以外に、基礎研究を推
進する観点から、科学技術的優
越性だけで審査する別カテゴリ
ーを作る予定。(EU) 
・ 研究開発機関の多様性を重視し
ているので、国レベルの評価ガ
イドラインというものはない。
(仏) 
・ 評価者たる外部専門家のレポー
ト作成後、被評価者との間でデ
ィベートを行う。(仏) 
・ 基礎研究については、アウトカ
ムが不明確であったり、長年月
かかることを考慮することとさ
れており、業績評価において毎
年の成果を期待しない分野であ
ると、政権では考えている。（米） 
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・ お金に見合った前段の準備ができているのかどうかということはチェック
すべきで、中核になるような要素技術ができ上がっていないときに大きい
お金をぼんとつけるというふうなのは、これは大体失敗する。 
・ 基礎研究型と大きなプロジェクト型とは、ずいぶん性格が違ってくる。ア
ッパーマネジメントが評価できないフェローという人間がいる一方、かな
り大型のものでプランニングしてきちんと成果が表れないと税金の無駄遣
いとなるのがあり、分野によって違うということをはっきりとさせておく
必要がある。 
・ 特に優れた人の能力を評価しそのアイデアを評価するのではないという意
見は、最先端の基礎学術研究にとって重要な視点。リスクのあるフロンテ
ィアの学術研究を進めることも国の責務の一つである。 
・ 基礎学術研究には、「一年目に成果がでないようなものは成功しない」は
あてはまらないと思う。 
・ 評価できない対象については、専門家のピアレビューに任せるべきではな
いか。 
・ 課題がどれ程適確でも、課題克服のための新技術創出の準備が十分なされ
ていなければ、プロジェクトは成功しない。準備が整った大きな課題から
まず採択していくべきと考える。 
・ 評価システムは殆ど一品生産品で、５Ｗ１Ｈのもとで，丁寧に創られるべ
きものである。[５Ｗ：who（評価主体），what（評価対象），why（評価目
的），when（評価時期），where（評価の場所）、１Ｈ：how（評価の方法）] 
５Ｗが決まってはじめて１Ｈが計画設計できる。 
・ 概算要求事項のうち多額の資金を要するプロジェクトに対する評価につい
て言えば，評価対象にかかわらず一律の評価項目を挙げているのは，きわ
めて不適切である。 
・ 強い分野をさらに強固にする時の評価の仕方と、弱い分野を育成する時の
評価の仕方は、少し違うと思う。両方を同一の評価項目で判断して結局弱
い分野の強化が出来ず、目的が達成されていないケースを実際の評価場面
でよくみるので、改善が必要と思う。 
・ 体制とマネージメントの部分が最も重要。 
 

価軸で対応するなど、研究者を
多面的に評価。（農生機構） 
・ 標準的評価項目を設計、対象テ
ーマによって項目を変えるな
ど、研究開発の特性に応じた評
価を実施。（NEDO） 

 第２章５．（１）評価方法の
周知（p.9） 
 評価実施主体は、評価にお
ける公正さ、信頼性、継続性
を確保し、実効性のある評価
を実施するために、評価目的
や評価対象に応じて、あらか
じめ評価方法(評価手法、評価
項目・基準、評価過程、評価
手続等)を明確かつ具体的に
設定し、被評価者に対し周知
する。 
 

・ 専門外を含む広い分野の評価をしなければならないため、はっきり書かれ
た目標に照らして評価というのを行うしかない。 
・ 目標には、予見・洞察したその科学技術分野の将来のあるべき理想の姿と、
必要なすべての研究開発課題と、それを攻め落とすための新たな着想が必
要。 
・ 資源配分などの総合判断をするときに、定量的なものも含めて、相互比較
できるような判断資料がどんな仕組みでつくられてくるべきか議論要。 
・ 多面的な評価を受けるに耐え得るような核になるような資料を工夫してつ
くっていきたい。（JAXA） 
 

・ 評価に当たっては、施策、制度、
プロジェクト等、類型毎にあら
かじめ標準的な評価項目、基準
を明らかにして実施。例えば、
プロジェクトの事前評価では、
①事業の目的・政策的位置付け、
②研究開発目標の妥当性、③研
究開発マネジメントの妥当性、
④効果とコストに関する分析、
⑤実用化、事業化の見通し。（経
産） 

・ 評価のクライテリアに「潜在的
インパクト」が入っており、提
案者は予めこれを自ら証明しよ
うとする。(EU) 
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第２章５．（５）評価に伴う
負担の回避（p.11） 
 評価に伴う作業負担が過重
となり、本来の研究開発活動
に支障が生じないよう、例え
ば評価の重複を避けるよう、
既に行われた評価結果を活用
したり、可能な限り簡略化し
た評価を実施する等、評価実
施主体の判断により、評価目
的や評価対象(課題等)に応じ
た適切な方法を採用し、効率
的に行う。例えば、大規模な
プロジェクトと短期間又は少
額の研究開発課題では評価の
方法に差があるべきである。 
･･･ 
 また、各研究開発実施・推
進主体及び研究開発機関が、
あらかじめ自らの研究開発に
ついて自己点検を行い、適切
な関係資料を整理しておくこ
とは、外部評価及び第三者評
価を効果的・効率的に活用す
る上で有益である。 
 
 

・ 超大型の重点的課題への取組みに関しては、分野毎の評価等を含めて全体
を見渡し、過度の集中とか重複の排除ということに、事前評価としてこの
専門調査会はコミットすべき。内容的な面に関しては、それぞれ各省に委
ねてもいい。 
・ 評価がなくても結構いい仕事をやっている研究者は幾らでもある。評価が
自己目的化し本末転倒になることをやや危惧する。 
・ 評価自体が自己目的化している。あれもやりました、これもやりましたと
いうことで、それが一つの評価になるというのはやはりおかしい。 
・ 異なる評価（独法評価と独自に行う機関評価や課題評価など）で共通的に
報告を要する事項もあるので、同一の資料を共通的に活用するなど、同じ
ような資料を重複して作成するようなことを防ぐよう努め、研究者・事務
職員両者の負担を出来る限り緩和したいと考えている。（理研） 
・ 大学の方、評価者側の負担がかなり大きいという指摘もあり、効率的な評
価方法を開発していくことが大きな課題。評価のための最低限の基礎資料
をあらかじめ示し、各大学等にてデータを蓄積することにより評価時点の
負担を軽減していくということも考えられる。（大学評価・学位授与機構） 
・ 大綱的指針が省庁を通って降りてくると、思想の部分が欠けて、まったく
異なってきており、疲弊が起きている。そこをどうすべきか、どう下まで
つなげるかが課題。 
 

・ 審査員の増員により、１人当た
りの負担軽減が必要。（文科） 
・ 任期制研究者による組織では評
価が重圧となり、研究者の緊張
感を必要以上に高めてしまって
いる感がある。（理研） 
・ 研究期間・規模に応じて簡素な
評価方法を採用するなど、効率
的・合理的評価を実施。（NEDO） 

・ 評価に伴うクエスチョネアが多
く、しばしば同じ研究開発に対
して重複するので負担が多い。
(EU) 
・ 一度評価のために提出された資
料は欧州委員会で共有し、評価
者はだれでもこれにアクセスで
きるようにしている。同じ資料
を重複して求められることはな
い。(EU) 

評
価
結
果
の
活
用
・
取
扱
い 
 
 
 
 
 
 

第２章６．（１）評価結果の
予算、人材等の資源配分及び
研究者等の処遇への反映
（p.12） 
 研究開発施策、研究開発課
題及び研究開発機関等の評価
については、研究開発実施・
推進主体又は研究開発機関
は、評価実施主体が得た評価
結果について、それぞれの特
性に応じて予算、人材等の資
源配分等に反映させるととも
に、国民に対する説明責任を
果たすためこれらの反映状況
を公表する。また、研究者等
の業績の評価結果について
は、その処遇等に反映させる。 

・ 評価の結果は、厳格にその後のプロジェクトの採否に反映させるべき。身
分まで及ぶことは考えていないが、例えば１０年間申請の権限を奪い取る
等。 
・ 科学技術政策の政策決定が官僚主導で行われているということが大きなネ
ック。政策決定と評価が密接不可分であるにもかかわらず機能していない。
先見性のある国家プロジェクトを見抜いて政策へ引き上げる仕組みを考え
ることが、評価システムを機能させることではないか。 
・ アメリカのファンディング・エージェンシーでは、今までのプロジェクト
の成果の評価結果の膨大なデータベース（えんま帳）を持っており、日本
の場合でも、ずっとこれから蓄積していく必要がある。 
・ 組織評価は、組織の自主性に任せられるのが本来の姿。ばらつきがあり、
免罪符を得よう、形を整えればいいというようなところが多いため、実情
をまず調べてみる必要があると思う。 
・ プロジェクト評価は定着してきたように見えるが、ピアレビューの結果を
重要視するところもあるし免罪符とするようなところもあり、非常に幅が
広い。ある程度ガイドラインがあってもいいのではないか。また評価が甘
過ぎる。 

・ すべての評価結果について、報
告書全文をホームページに掲載
する形で公表。（経産） 
・ 優れた課題は延長する。希望研
究者の約２割が延長。（JST） 
・ 達成度評価を踏まえて、研究部
長等が以後の対応（拡大、継続、
縮小、完了・中断・中止）を判
断する。（農生機構） 
・ 知的所有権の保護が必要な場合
を除き、すべて公開。（NEDO） 
・ 評価結果の反映のしかたを５類
型（加速実施、現行通り、一部
修正・再検討、一部中止、中止）
に分類。特に中間評価結果が一
定水準に満たないプロジェクト
については、抜本的な改善策が

・ 評価結果は直接予算等に反映せ
ず、一度社会的議論に託される。
評価結果の活用振りの良し悪し
は、当該研究開発の実施者の上
司が人の評価として反映させ
る。(仏) 
・ 評価結果の実施状況は、次の年
に同じ評価者が集まってチェッ
クする。(フィンランド) 
・ 一般に政策レベルの評価は、次
の政策立案に使うために行われ
ているので、当然評価結果は反
映される。(欧) 
・ 一般に評価を制度として義務化
すると、評価が自己目的化して
形骸化し、評価から何も学ばな
いということが起こりやすい。
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・ 立派な報告書はできるが、その報告書が一体どういう形で利用されて、次
のプランにどうつながっていくのか見透かせるようなケースがほとんどな
かった。やはり基本的には、ここでやったものが次の施策にどう結びつく
かというところの絵が、少なくともある程度具体的に書かれていないとい
けない。 
・ ニーズを見据えてシーズ側からアプローチしていく場合、ニーズのコンテ
クストに転換するためのフェーズ管理が重要で、その転換メカニズムを設
計・整備するということが必須であろう。 
・ 施策レベルの追跡評価というのは政策の見直しの契機をつくる意味で非常
に重要であり、ヨーロッパの評価論というのは主にここの部分に集中して
いる。 
・ 上がってくる課題の中で、どうして最初にこんなものを採用したのだろう
というようなものが多々見受けられるが、これは要するに事前評価の体制
が整っていないからだと思っている。 
・ 査定（○×をつける）と評価（事実関係の明確化）を非常に混同しており、
それを明確にし、評価の位置づけをはっきりさせる必要がある。（文科） 
・ 独立型のプロジェクトなどのような場合に、事後評価をどうやって次に生
かすかという点が現在まだ空白で、明確にしていくことが必要ではないか。
（文科） 
・ 評価結果の活用として、採択、進捗管理、評価の一貫性について、現在も
っともっとやる必要があるのではないかという意見がある。（文科） 
・ 科学技術的な常識で余り納得いかない問題までもプロジェクトとしてスタ
ートしてしまいうという場合がままあった。プロジェクトの立案自体のと
きから、かなり客観的な意見を取り入れて、単なる行政の論理でそれを進
めていかないでいただきたい。 
・ シーズからニーズへというところの評価がいつも一番悩むところ。 
・ フェーズ管理に取り組んでいるオーガナイザーが、単なるアドバイザーで
はなく、ある量の資金量を例えば委託され、お金を出す出さないを含めて
アドバイスすれば、もっと効果的に絞れていくのではないかなというよう
に思う。 
・ 評価がなくても結構いい仕事をやっている研究者は幾らでもある。評価が
自己目的化し本末転倒になることをやや危惧する。 
・ 経営の中に組み入れた形で評価を考えていきたい。（JAXA） 
・ 優れた課題は延長するという措置をとってきている。（JST） 
・ 中間評価結果が一定水準に満たないプロジェクトについては、抜本的な改
善策がないものは中止する。（NEDO） 
・ 国の研究開発プロジェクトに対する民間企業の受けとめ方を多変量解析し
たところ、テーマ設定がオープンになされ、中間評価がフィードバックさ
れ、その評価に基づきプロジェクト運営が変更されるときに、有力な商品
の開発・事業化、将来の事業機会の確保などの目的変数が高くなるという
分析結果で、特に中間評価によりプロジェクトのテーマの方向性を変えた
り、加速、中止することが有効である。 
・ 民間では、国の研究開発に比べれば、非常に割り切りのいいフレキシブル
な資源配分の変更を伴う評価活用が行われている。 

ないものは中止。15 年度は 29
件中 2件を実質的に中止。
（NEDO） 
・ 評価の結果は研究所のマネジメ
ントと研究ユニットの運営改
善、職員の意識改革につなげる。
例えば、平成１４年度の評価結
果をもとに一番ランクの高い研
究ユニットに対しては平成１５
年度の研究予算を２５％、２番
目のランクには５％を追加配分
した。（産総研） 
・ プロジェクト中間・事後評価結
果の企画・立案等への反映状況
は、評価後約半年～１年経過し
た時点で、産業構造審議会産業
技術分科会評価小委員会に報
告。（経産） 
・ 評価により提言された事項への
対応策は必ずとりまとめ、公表
するとともに、次回、進捗状況
を報告することとしている。（理
研） 
・ ユニット評価の結果は①経営へ
の反映、及び②研究ユニット運
営への活用に供される。（産総
研） 
・ 評価結果において、大学等とし
ての優れた取組みや問題点等を
指摘している。（大学評価・学位授与
機構） 

(独) 
・ 政策レベルの評価を行う際、首
相をヘッドとする省際組織や財
務省のイニシアティブ、産業界
からのプレッシャーなどがある
ので、評価の結果を実施しやす
い。(オランダ) 
・ PART ではスコアが低い場合の対
応はプログラム次第だが、一般
的には予算が減らされる。（米） 
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・ 課題があるけれども、むしろ評価の活用、実効性を高めるということが課
題として重要。 
・ 中間評価でテーマやプロジェクトの方向性が国の場合にはほとんど変えら
れない、変えていくという仕掛けがなかなか出てこないということがやは
り一番大きい。 
・ 韓国の例では、中間段階でもうおしまいにした例がポツンポツンと出てき
ており、先例が出てくればおいおいふえていくと見ている。大変ドライな
方向で進めてみたことが、全体としてポジティブに機能していると受けと
められている。 
・ 確かに１０％、２０％は削られますが、削られることによってそのお金に
余裕ができて、それで次にそれを待っている人たちをすごく勇気づける。
だから、全く勇気づけないということにはならないと思う。 
・ 中核となる要素技術のレベルがちゃんと整っていないというふうな疑念が
ある場合、やめなさいではなくて、要素技術を開発するようなプロジェク
トを、より小さいお金で効率的に展開するという方法にシフトすればいい。 
・ 評価をするということは、それを何のために使うかということが最初に明
確になっていなくてはいけないはず。 
・ 評価を見てこれからどうするかという自由度を、何らかの形で政府なり行
政がその機関に与えないと、評価のしっぱなしということになる。今の法
律の中でどの程度できるのかということがやはり根本的な問題ではない
か。 
・ 評価がよかった場合にこうする、悪かった場合はこうするという選択肢は
きちっと明示をし、権限を評価の委員会にある程度与える形にならないと、
評価というのは本当に動き出さないだろう。 
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第２章６．（１）評価結果の･･･
研究者等の処遇への反映
（p.12） 
 ･･･また、研究者等の業績の
評価結果については、その処
遇等に反映させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 評価した後にどうするのかということが一番大事な問題。公務員制度が残
っている中で、評価に値しないといった場合、その方の身分をどうするの
か、そこまで踏み込んでやるのかやらないのか考える必要がある。 
・ 個人評価は、組織の責任者が行うもの。公務員型の給与体系により評価が
きちんとフィードバックできない現状はあるが、ここをやらないと本当に
いい成果が出てこない。試験的にでも検討していく必要がある。 
・ 人の評価というのは、日本の民族性を考えると、評価適正化法というもの
を考え、法律で縛ったらどうかと思う。 
・ いい研究者にとどまってもらうとともに、悪い研究者に出てもらうという
のが、組織をよくする一つの評価の目的だと思う。 
・ 業績評価は、１つの物差しだけで評価してしまうと非常に問題が起こる。 
・ 信賞必罰の信賞の部分を制度的につくる必要があるということを、きちっ
と書き込まないといけないのではないか。 
・ 「インセンティブ」について、評価が良かった場合に行政が使えるカード
がない。米国ではパフォーマンスが悪いという評価で首を切れるが日本で
はできない。 
・ 自発研究による個性的な研究を推進するには、一定の評価を受けた者には、
年限を切って評価を一切しない研究職(それでも研究者は自己の名誉のた
めに必ず頑張る)、終身フェロー等、具体的な研究成果を明示的には求めな
い博士課程学生のフェローシップ、などの特典を与える等も必要であろう。 

・ 業績評価のフィードバックは、
現在研究管理者のポスト登用、
昇格審査、勤勉手当にとどめて
いる。（農生機構） 
・ 不本意な評価を受けたという研
究者には意見申し立ての場を設
定している。（農生機構） 
・ 評価の高い研究ユニットに対し
て数％の業績給原資を追加配
分。（産総研） 
・ 任期制のセンターは、チームリ
ーダー等が自分のメンバーを評
価し、年俸を予算の中で自由に
できる（下限あり）。定年制の
研究リーダーの処遇は、今年１
０月から研究成果を年俸に反映
するようにしていく。（理研） 
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第２章６．(２)評価内容等の
被評価者への開示（p.12） 
 評価実施主体は、評価実施
後、被評価者からの求めに応
じて、評価結果(理由を含む)
を開示するとともに、被評価
者が説明を受け、意見を述べ
ることができる仕組みを整備
する。なお、研究者等の業績
の評価については、所属する
機関の長が定めるルールに従
う。 

・ 被評価者への開示のところで、意見を述べることができる仕組みを整備す
るというが、もっと踏み込んだ内容を書かないでこれでいいのかなと心配
に思う。 
・ 意見を述べることができる仕組みを整備することは非常に重要で、いわば
裁判制度に似たような上告できるというようなことが明示的に書かれない
と、今度の第３バージョンとしては不足ではないかと思う。 
・ 国際電気通信基礎技術研究所では、被評価者から一段上にアピールできる
ような仕組みを実際に使っている。具体的に仕組みを書く必要がそろそろ
出てきたのかなという気はする。 
 

・ 通知された業績評価結果に事実
誤認等がある場合は、意見申し
立てを行うことができる。（農
生機構） 
・ 評価結果に対する意見申し立て
の機会を確保。（大学評価・学位授与
機構） 
 

・ NSF では不採択となった提案の
審議経過を不採択者に通知（評
価者は匿名）しており、被評価
者は提案した課題がどのような
議論に基づいて評価されたのか
を知ることができる。（米） 
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第２章６．(３)研究開発評価
等の公表等（p.13） 
 ･･･評価実施主体は、個人情
報や企業秘密の保護、国家安
全保障、知的財産権の取得状
況等に配慮しつつ、研究開発
成果、評価結果(評価意見や評
価方法等)をインターネット
を利用する等して、分かりや
すい形で国民に積極的に公表
するとともに、必要に応じて
国民の意見を評価に反映させ
る。なお、研究者等の業績の
評価の結果については、個人
情報の秘密保持の点から慎重
に取り扱う。･･･ 

・ 評価結果をどんどん公開しましょうということが文章になっているが、学
問の公開の原則というのはすぐ公開するということではないはずで、即時
公開というのは勘弁してもらいたい。５年後、１０年後にちゃんと公開す
るということで、国民の税金を使ったナショナルプロジェクトの成果が垂
れ流しにならないような歯止めは要る。 
 

・ 評価のための資料／評価結果と
もに、知的所有権の保護など非
公開に合理的な理由がある場合
を除き公開している。（NEDO） 
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第２章７．評価実施体制の充
実（p.13） 
 評価実施主体は、研究開発
の特性に応じて、質の高い実
効性のある評価が行われるよ
うに、評価実施のための具体
的な仕組みを定め、公表する。
また、評価に必要な予算、人
材等の資源を確保して世界的
に高い水準の評価を行う体制
を整備することが必要であ
る。その際は、必要に応じて
研究費の一部を評価の業務に
充てることも考慮する。 
（１）研究経験のある人材の
確保と研修等を通じた評価人

・ 評価に直接携わるレビュアー、エキスパート、アナリストの養成が重要。 
・ 評価の支援体制が必要で、もしＳＡＢＣをまともにやっていこうというな
ら、それもつくらないと見せかけだけの評価に終わってしまうだろう。 
・ 残されている課題に取り組むためには、本格的な体制をつくっていかない
といけない。その部の支援機関や調査・分析の専門家が特に必要になる。 
・ 人材を育ててくるまでに、アメリカの場合にはやはり３０年、４０年かか
っており、こういう努力を地道にやらないと評価の信頼性は深まっていか
ないだろう。 
・ 人材養成で、研究者を若い段階で組み込むのがいいかはかなり難しい議論
がある。むしろ若いときには専門の方に注力するのがいいのではないか。
本格的に第２の専門分野にフェーズシフトするのであれば、早くてもいい
のではないか。 
・ 行政官の中にもきちんと専門家を育成すべきではないか。（文科） 
・ 各種の評価活動の間の関係について、今後整理をすべきではないか。(文科） 
・ 審査員の増員などにより、１人当たりの審査の負担を軽減することが必要。
（文科） 

・ 省内及び独立行政法人における
評価実務担当者向けの研修の実
施や評価の支援を行うシンクタ
ンクの関係者等を対象としたフ
ォーラムの開催を通じて評価人
材の育成に努めてきている。（経
産） 
・ 海外の評価者ネットワーク及び
国内・海外研修会への参加等で、
積極的に評価人材を養成してい
る。（NEDO） 
・ 優れた評価について事例集をと
りまとめ公表の予定。（文科） 
・ 研究評価の改善を図るため、内
部委員による「評価システム検
討委員会」と、外部専門家を交

・ 評価者プール(データベース)
は、全体で６万人、産業界、女
性の少なさが問題(EU) 
・ 評価のための人材育成のための
機関がある。(英、オランダ) 
・ 評価支援機関は、公的機関、私
企業など複数のものがある。
（欧、米） 
・ 評価者ネットワークは、欧州で
PRIME 等充実しており、評価等
に係る擬似研究機関として機能
し、全体のレベルアップに貢献
している。（欧） 
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材の養成等 
 競争的資金の配分機関等に
おいては、評価体制を充実す
るため、評価部門を設置し、
国の内外から若手を含む研究
経験のある人材を適性に応じ
一定期間配置する。さらに、
研究開発課題の評価プロセス
の適切な管理、質の高い評価、
優れた研究の支援、申請課題
の質の向上の支援等を行うた
めに、研究経験のある人材を
充てる仕組みを作る。 
 また、研修、シンポジウム
等を通じて評価人材の養成に
努める。 
 評価者や評価業務に携わる
人材の中から、早い段階で優
れた研究開発を見いだし、研
究開発を発展させることので
きる人材を養成・確保するよ
う努める。 
 
 

・ 審査に十分な時間を確保する。（文科） 
・ 常勤だと自分の大学、研究室を空にすることになり、兼任だとダブルで仕
事が増えてしまうという状況を解決するために、日本版のＰＤ、ＰＯ制度
というような形で今後充実していく必要があるのではないか。（文科） 
・ 概算要求時における事前評価については、時間的な余裕が非常にとりづら
いという問題がある。（文科） 
・ ＰＤ、ＰＯに関し、企業のＯＢや指導的立場になった方を中心にリクルー
トすべきではないかということを考えている。（文科） 
・ ＰＤ、ＰＯについて、研究とかけ持ちでやるのは大変だという指摘があっ
たが、企業で研究開発してきた方のＯＢとか、社会の現役をもう離れた方
で研究開発に極めて能力を持っている人などの社会的人材を使っていくと
いう視点があっていいのではないか。 
・ 評価にはぜひコストをかけたいと強く思っているが、現実の話として、な
かなか十分なコストはかけられていないのではないかというのが強い実感
です。（文科） 
・ 評価人材を育成するための施策を引き続き推進していくことが課題と考え
ている。（経産） 
・ 評価の充実に要する経費の確保も一つの課題と考えている。（JST） 
・ 人材育成が決定的に重要。 
・ 評価者に対するインセンティブの向上が課題。（大学評価・学位授与機構） 
 
 

えての「研究評価検討委員会」
を設置し検討を進めている。（産
総研） 

そ
の
他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・ 基本的には研究の評価というのは研究の論理で行うべきであって、行政の
論理に余り振り回されるべきではないというように考えている。 
・ 評価の理念が非常に重要。大綱的指針には理念にかかわる項目が無いが、
次回入れるべきではないか。 
・ 科学が自律的に展開して社会を知的に先導するという役割を担っているの
で、それを保証する意味で、サイエンス・コミュニティーの自律的な資金
配分というもののメカニズムというのがぜひ考慮されるべき。 
・ 評価制度の導入というところから始めたことは不合理。プラン・ドゥ・シ
ーのプランから始めれば、パブリック・マネジメントとしてよく流れてい
く。事前評価はきちんとやるべき。 
・ 評価という局面は、パブリック・マネジメントの中の１つの局面であると
いうように理解するべきだろうと思っており、計画や戦略をつくるという
ところから始まって、それを実施し評価をしていく。そしてまた、その結
果をもとへ戻していくという全体的なシステムの中の１つの部分を形成し
ている。 
・ 優れた研究開発を進める原動力たる研究者の意欲に配慮すべきであるとと
もに、その自律性、自己責任を重視すべきである。（文科） 
・ 如何に研究者を萎縮させることなく、難題に挑む姿勢を励まし効果的な研
究を促進させるような評価を今後も充実させていくのが重要と考えてい
る。（文科） 

 ・ 投入コストに関する価値(value 
for money)(英) 
・ 多様性重視。研究開発の性格（位
置）付けのためのツールを作り
が課題。(仏) 
・ 自己改善(self 
improvement)(オランダ) 
・ 競争力の向上。基礎研究力が競
争力に直に反映する情勢あり。
(EU) 
・ 業績、結果重視（大統領のマネ
ージメントアジェンダ(PMA)）
(米) 
・ 戦略知(strategic 
intelligence)が重要。 評価、
ベンチマーキング、技術予測等
を総合的に使う。(独) 
・ 行動様式における追加性
(behavioral 
additionality)(英) 
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・ これまで評価に係る関心は評価手法に集まる傾向がみられたが、今後は、
全体として各種の評価をどう組合せて用いるか、ＰＤ、ＰＯのインセンテ
ィブシステムをどうするかといった、いわゆる評価ガバナンスの面に着目
していくべき。 
・ 評価は人々を勇気づけるものでなければならない。 
・ 評価を頭から毛嫌いするようなことにならないようにするために、理念な
り目的なりについては、明確にわかるように整理する必要があるだろう。
何がいいかというふうなことは、もう少し多面的に議論した方がいいとは
思う。 
・ 「基本理念」を掲げる必要はない。評価は評価主体（意思決定者）の意思
決定のために行われる。それ以外の、創造性や挑戦を励ます、国民への説
明などは付帯的事柄に過ぎない。創造性や挑戦を励ますことは，研究組織
の長あるいは研究資源の配分組織が管理運営上の当然の責任として行うべ
きことである。 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
・ １０年間で４１．６兆円という税金を使って何ができたのかを国民に答え
なければならないのはこの総合科学技術会議と思う。責任の重大さを充分
認識することが必要。 
・ 評価専門調査会に何をミッションとして背負わすのか明確化が必要。 
・ 基本計画に関して、プラン・ドゥ・シーのシーの部分を担うべきだと思う。
あるいは、シーの部分に関して課題が余りにも大きく、この専門調査会だ
けではないとするならば、その評価のあり方については少なくとも専門的
に検討すべきではないかと思う。 
・ この評価専門調査会における評価の視点をどこに置くかということをはっ
きりしていくことが大切。 
・ プロジェクトにせよプログラムにせよ、評価自体は総合科学技術会議の仕
事ではなくて、もっと全体としてガバナンスのような問題に重きを置くべ
き。 
・ 国の方針・政策を受けて策定されるべき各省の方針・施策（省レベルのス
トラテジー）の策定プロセスにおける内部評価の内容や結果の妥当性につ
いて、総合科学技術会議でヒアリングを行い、コメントすることが必要で
はないか。 
・ 総合科学技術会議として重要なことは，総合科学技術会議として行う計画
／実行／評価をどう回すかを明確にすることで済む。各府省はそれを受け
て、傘下の研究組織・研究支援組織について評価し、各研究組織・研究支
援機関はそれを受けて、計画／実行／評価のループを回せばよい。 

 


